
４‐(3)金利改定時の利率の適用ルール（認定農業者向け農業近代化資金）

金利改定により、都道府県の利子補給承認日と貸付実行日の２時点において、農業近代化資金

の貸付利率（以下「貸付利率」という。）、特例金利（＝利子助成後利率）及び利子助成率に変動

があった場合の通常助成分に係る利率の適用は、次のような取扱いになります。

① 貸付利率が引き下げられた場合は、引下げ後の（貸付実行日の）貸付利率を適用し、これに

応じた特例金利、利子助成率を適用する。

② 貸付利率が引き上げられた場合及び貸付利率が同率で特例金利が改定された場合は、特例金

利が低い方を適用し、これに応じた貸付利率及び利子助成率を適用する。

③ クイック融資で利子補給承認日以前に貸付実行がなされた場合は①、②にかかわらず、貸付

実行日の金利を適用する。

（注）１．農林水産省（経営局金融調整課）が定めたルールです。

   ２．「承認時」は都道府県の利子補給承認時、「実行時」は融資機関の貸付実行時です。

     ３．表中の利率は例示であり、実際に適用されるものとは異なります。
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時 点 貸付利率 特例金利 利子助成率

低 下

上 昇 Ａ
承認時 １．６０ １．２０ ０．４０

○ 実行時 １．５０ １．２５ ０．２５

不 変 Ｂ
承認時 １．５０

０．９５
０．５５

○ 実行時 １．３０ ０．３５

低 下 Ｃ
承認時 １．００ ０．７５ ０．２５

○ 実行時 ０．９０ ０．６０ ０．３０

上 昇

上 昇 Ｄ
○ 承認時 ０．７０ ０．３５ ０．３５

実行時 １．２０ ０．７０ ０．５０

不 変 Ｅ
○ 承認時 １．４０

０．８５
０．５５

実行時 １．６０ ０．７５

低 下 Ｆ
承認時 １．３０ １．２０ ０．１０

○ 実行時 １．６０ １．０５ ０．５５

不 変

上 昇 Ｇ
○ 承認時

１．６０
１．０５ ０．５５

実行時 １．２０ ０．４０

低 下 Ｈ
承認時

０．７０
０．４５ ０．２５

○ 実行時 ０．３５ ０．３５


